
四日市市病院管理規程第３号 

 市立四日市病院企業職員宿日直手当支給規程の一部を改正する規程を次のように定

める。 

  令和７年１２月２３日 

四日市市病院事業管理者  蜂須賀 丈博   

 

   市立四日市病院企業職員宿日直手当支給規程の一部を改正する規程 

 市立四日市病院企業職員宿日直手当支給規程（平成１７年四日市市病院管理規程第

１５号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後  

別表（第２条関係）  

区分  

医師又は歯科医

師  

救命救急センター勤務（医師法

第１６条の２第１項に規定する

臨床研修を受けている医師以

外）  

１回につ

き  

５０，０００円  

その他の勤務  １夜につ

き  

２２，５００円  

１日につ

き  

２２，５００円  

半日につ

き  

１１，２５０円  

その他職員  救命救急センター勤務  １夜につ

き  

９，６３０円  

１日につ

き  

９，６３０円  

半日につ

き  

４，８１５円  

その他勤務  １夜につ

き  

７，７００円  



１日につ

き  

７，７００円  

半日につ

き  

３，８５０円  

 

 

改正前  

別表（第２条関係）  

区分  

医師又は歯科医

師  

その他職員  

救命救急センター勤務（医師法

第１６条の２第１項に規定する

臨床研修を受けている医師以

外）  

１回につ

き  

５０，０００円  

その他の勤務  １夜につ

き  

２１，０００円  

１日につ

き  

２１，０００円  

半日につ

き  

１０，５００円  

救命救急センター勤務  １夜につ

き  

９，２５０円  

１日につ

き  

９，２５０円  

半日につ

き  

４，６２５円  

 その他勤務  １夜につ

き  

７，４００円  

１日につ

き  

７，４００円  

半日につ

き  

３，７００円  

 

 



   附 則 

 この規程は、公布の日から施行し、改正後の市立四日市病院企業職員宿日直手当支

給規程の規定は令和７年４月１日から適用する。 



○市立四日市病院企業職員宿日直手当支給規程  

平成１７年４月１日 

病院管理規程第１５号 

改正 平成２０年４月１日病院管理規程第４号 

平成２１年２月２５日病院管理規程第３号 

平成２４年３月３０日病院管理規程第３号 

平成２７年５月１日病院管理規程第４号 

平成３０年１２月２５日病院管理規程第２号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭

和３３年四日市市条例第１５号。以下「条例」という。）第８条の規定に基づき、

市立四日市病院に勤務する企業職員（以下「職員」という。）に支給する宿日直手

当（以下「手当」という。）に関して必要な事項を定めるものとする。  

（手当の支給） 

第２条 職員が救急の外来患者及び入院患者の病状の急変等に対処するための当直勤

務に従事したときは、宿日直手当を支給する。  

２ 前項に規定する宿日直手当の額は、別表の区分に応じて定める額とする。  

（一部改正〔平成２０年病院管理規程４号〕）  

（準用） 

第３条 この規程に定めるもののほか、宿日直手当の支給については、四日市市職員

宿日直手当支給規則（昭和３６年四日市市規則第１５号）の規定を準用する。  

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年４月１日病院管理規程第４号）  

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。  

附 則（平成２１年２月２５日病院管理規程第３号）  

この規程は、平成２１年２月２５日から施行する。  

附 則（平成２４年３月３０日病院管理規程第３号）  

この規程は、平成２４年４月１日から施行する。  

附 則（平成２７年５月１日病院管理規程第４号）  

この規程は、平成２７年５月１日から施行する  



附 則（平成３０年１２月２５日病院管理規程第２号）  

この規程は、公布の日から施行し、改正後の市立四日市病院企業職員宿日直手当支

給規程の規定は平成３０年４月１日から適用する。  

附 則（令和７年１２月２３日病院管理規程第３号） 

この規程は、公布の日から施行し、改正後の市立四日市病院企業職員宿日直手当支

給規程の規定は令和７年４月１日から適用する。 

 

別表（第２条関係） 

（全部改正〔平成２０年病院管理規程４号〕、一部改正〔平成２１年病院管理

規程３号・２４年３号・２７年４号・３０年２号〕） 

区分 

医師または歯科医

師 

救命救急センター

勤務（医師法第１６

条の２第１項に規

定する臨床研修を

受けている医師以

外） 

１回につき ５０，０００円 

その他勤務 １夜につき ２２，５００円 

１日につき ２２，５００円 

半日につき １１，２５０円 

その他職員 救命救急センター

勤務 

１夜につき ９，６３０円 

１日につき ９，６３０円 

半日につき ４，８１５円 

その他勤務 １夜につき ７，７００円 

１日につき ７，７００円 

半日につき ３，８５０円 

 

 


